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はじめに

東京都自然保護条例に係る本件義務付け訴訟においては、被告東京都は、原告適格及び重大な損害について争っているので、この二点を以下若干述べる。

ただし、同条例は広義の都市計画法でもあるから、小田急大法廷判決に照らせば、原告らの大部分は近隣住民であり、その生活環境に著しい被害を蒙ることは明らかであるから原告適格を論ずるまでもないことに留意すべきである。

第１　羽澤ガーデンと住民の協力関係・・原告適格について

　１　羽澤ガーデンの創業者である村上幾野は、広尾地域が、聖心女子大、女学館等を有する文教地区であり有栖川宮公園や氷川神社を控えた閑静な低層住宅地であることから、広尾周辺が旧町名である羽澤町と呼ばれていたころより、近隣住民の生活環境に極力配慮し、良好な関係の構築に力を注いでいた。

　　　　例えば、氷川神社のお祭りの際には最高額の寄付をし、２５０人を超える子供達に羽澤ガーデンを解放して菓子を振舞うなど町内会の行事には積極的に協力した。

　　　　また、ビアガーデン営業を始めた昭和40年代には、日頃から世話になりまた迷惑も掛けている近隣住民に対するサービスとして、「提灯祭り」を始めた。これは、1000円足らず程で飲み放題・食べ放題を実施するイベントで、多くの住民から好評を得ていた。

さらに、幾野は営業に支障のない時間帯は屋敷を開放し、緑と建物の潤いのある景観と文化を近隣住民と共有してきた。

２　このような地域との共生の精神は、幾野の後継者である森美枝子にも引き継がれた。

幾野が始めた「提灯祭り」は森美枝子が代表取締役となった後も継続して毎夏開催されていた。噂を聞きつけた遠方の人間が「提灯祭り」に合わせて来店するようになり、近所に対するサービスという趣旨が達成できなくなるに及び「提灯祭り」は廃止したが、以後は手ぬぐいを配布する等の方法で近隣住民へのサービスを続けていた。

　　　　　そして、羽澤ガーデンの敷地は近隣住民にとって格好の散歩の場所となっており、森としても羽澤ガーデンの緑を近隣住民が堪能することはよいことだと考え、営業上差支えのない範囲で敷地を開放していた。

３　一方近隣住民も、羽澤ガーデンの豊かな緑とこれを住民にも享受させようとする幾野や森の方針を歓迎し、羽澤ガーデンを広尾地域に欠かせない文化と緑のシンボルとして受け入れてきた。

　　　　　例えば羽澤ガーデンを訪れる客の中には敷地外に車を駐車する者もおり、レストラン営業が深夜にまで及んでいたので夜中に酔客が近隣を往来することもままあった。

また、夏にはビアガーデン営業が行われていたため、敷地の外まで流れる音楽・響く客の大声やただよう料理のにおい等、閑静な住宅地には見られない状況が生じた。

　　　　　さらに、羽澤ガーデンのある地帯は土地の高低差が大きく、西側から東側に向かって低くなっているため、雨が降ると水が西から東に流れる。従って、羽澤ガーデンの東側（正門側）に居住する住民らは、大雨が降る度に羽澤ガーデンから土砂の混じった水が敷地に流れ込むという事態も生じていた。また、大量の落葉が道路等に舞い落ち、羽澤ガーデンの手に余るものは、住民が清掃しなければならなかった。

　　　　しかし近隣住民は苦情を言うどころか、羽澤ガーデンを地域と街並みになくてはならないものとして守り支えてきた。それは羽澤ガーデンの歴史や文化が近隣住民にとっての誇りであると同時に、羽澤ガーデンの建物と緑が都心において重要であることを強く認識し、この緑と文化を充分に感得していたからこそである。

        このように羽澤ガーデンの緑と文化は原告ら近隣住民と羽澤ガーデンの協力により維持されてきた。これが、本件開発により、ことごとく失われ、鉄とコンクリ―トのマンションに置き換えられれば、少なくとも原告ら近隣住民が生活環境の著しい損害を受けるおそれがあることは明らかであるから、原告適格があることはいうまでもない。

第２　原告らの重大な損害について

１  景観利益について

景観利益について、最高裁は国立マンション訴訟において、「都市の景観は、良好な風景として、人々の歴史的又は文化的環境を形作り、豊かな生活環境を構成する場合には、客観的価値を有するものというべきである」とし、「良好な景観に近接する地域内に居住し、その恵沢を日常的に享受している者は、良好な景観が有する客観的な価値の侵害に対して密接な利害関係を有するものというべきであり、これらの者が有する良好な景観の恵沢を享受する利益は、法律上保護に値するものと解するのが相当である」との判断を示した（平成18年3月30日判決）。

景観は、みどりと文化の総称でもあり、良好な生活環境にとって不可欠なものでもある。

日山及び三菱地所が本件マンション開発に着手したのが明らかとなった平成19年6月の時点では既に景観法の制定及びこれに伴う関係法令の改正が行われ（平成16年）、良好な景観保護のための法秩序が形成されていた。景観法は第2条1項で「良好な景観は、美しく風格のある国土の形成と潤いのある豊かな生活環境の創造に不可欠なものであることにかんがみ、国民共通の資産として、現在及び将来の国民がその恵沢を享受できるよう、その整備及び保全が図られなければならない」と定めているし、被告東京都も平成18年に「良好な景観の形成に関し、景観法の規定に基づく景観計画の策定や行為の規制等について必要な事項を定めるとともに、東京都、都民及び事業者の責務を明らかにするほか、大規模建築物等の建築等に係る事前協議の制度を整備することなどにより、地形、自然、まち並み、歴史、文化等に配慮した都市づくりを総合的に推進し、もって美しく風格のある東京を形成し、都民が潤いのある豊かな生活を営むことができる社会の実現を図ることを目的とする」東京都景観条例を制定し、「良好な景観は、国内外の人々の来訪を促し、交流を活発化させ、新たな産業、文化等の活動を創出することにかんがみ、活力ある都市の発展につながるよう、その整備及び保全が図られなければならない」としている（平成9年の東京都景観条例を全面改正）。そして、景観法及びこれを受けた東京都景観条例は、基本理念に則った「国」「地方公共団体」「都」「事業者」及び「住民」の各責務を定めている。このように「良好な景観」に客観的価値があることは、景観法を頂点とした景観法制が当然の前提としているところである。

そして、原告らは羽澤ガーデンのごく近隣の住民であり、長年に渡って緑多く歴史・文化の薫り高い羽澤ガーデンの景観を享受してきたし、単に享受していただけではなく、本書面第１記載のとおり、羽澤ガーデンがその環境を維持するため、積極的に協力をしていたのである。羽澤ガーデンが現在に至るまで敷地内の樹林・庭園、旧中村是公邸を維持してきたのは、原告らの有形無形の協力があってこそだった。
原告ら近隣住民にとって、このかけがえのない景観が失われること自体が、景観（みどりと文化）利益の喪失という著しい被害であり、重大な損害を蒙ることになるのである。

　　２　ヒートアイランド現象

　　　　　ヒートアイランド現象の要因としては、緑地が減少して降雨の地面への浸透量が減り、結果的に蒸発・蒸散量が減少していることや、アスファルトやコンクリート面が増加して熱吸収率が高くなったことが挙げられる。この現象のもたらす被害については訴状で詳細に主張したが、若干補足する。

ヒートアイランド現象への対策の要は、「緑」である。例えば、皇居には100ｈａの森が存在し、周辺市街地と比較すると、夏の温度が約2度も低い。日中建物や道路に熱が蓄積されると、夕方から夜間、朝方にかけてその熱が大気中に放出されるため、空気中の温度が上がり、植栽面や土壌に蓄積された熱は、植栽面や土壌の水分を蒸発させるから、空気中の温度は下がる。

　　　　　コンクリート造りの建物はヒートアイランド現象を促進し、逆に緑は空気の冷却効果を持っている。このことからすると、羽澤ガーデンの広大な緑が周囲の気温を下げていることは確実である。　羽澤ガーデンに近接した場所に居住する原告らは、現在、羽澤ガーデンの緑によって、ヒートアイランド現象の影響が少ない良好な生活環境を享受している。

　　　　　この環境が一変し、地上6階建のコンクリート造の建物が本件敷地いっぱいに建てば、原告らはまともにヒートアイランド現象の被害を受けることになる。ヒートアイランド現象による被害は、訴状でも示したとおり、生活環境の著しい被害から熱中症やこれによる死亡等住民の身体・生命に対する被害に及ぶ重大な損害であることを銘記すべきである。

風、光、その他の重大な損害もあるが、被告東京都の対応を見て補論する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第3　被告渋谷区に対する求釈明・・・樹林などの調査について

１　平成4年「渋谷区みどりの実態調査」と称する調査をしたことがあるか。

あるとすれば、いかなる職員、専門家によってなされたのか。

職員については、部署、氏名、専門家については、氏名、身分、地位などを明らかにされたい。

２　（１）この調査については、平成5年報告書が作成されたときいているが、その通りか。　

　　　（２）樹木、樹林等の調査の際に、樹木、樹林等の状況を記した調書を作成したか。また、住宅地図に該当する樹木、樹林等の位置及び調書との対応番号を記した文書（以下図面という）を作成したか。羽澤ガーデンについても同様の処理をしたか。

　　　（３）上記調書と文書は、報告書と一体のものとして作成されたのか。これらの調書と文書は、報告書とともに現在も存在するか。

存在するのであれば、報告書と羽澤ガーデンの調書と図面を提出されたい。

３　平成7年の羽澤ガーデンの樹林指定は、この調査結果に基づいてなされたのか。それとも、樹林指定の際に改めて再度調査がなされたのか。

再度なされたとすれば、樹林指定基準、面積の判断等にこの調査と違いがあるか。あるとすれば、いかなる違いか。　
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